
 

酪農乳業産業基盤強化特別対策事業実施要綱の一部改正について 

 

2 0 2 1 年 1 0 月 2 0 日  

一般社団法人 J ミルク  

2021 年度 5 回理事会  

 

酪農乳業産業基盤強化特別対策事業実施要綱の一部を下記の通り改正する。  

 

記  

1. 改正の理由  

新型コロナウイルスの影響が長期に渡り、業務用需要が回復せず、乳製品の在

庫量がかつてない水準となる状況が続いている。加えて、牛乳消費が落ち込む年

末年始や小中学校の春休みの学乳休止期は、乳製品工場の処理可能量を超える加

工処理生乳の発生が危惧される。万一処理不可能乳が発生した場合は、酪農乳業

産業基盤強化特別対策事業をはじめこれまで酪農乳業界を挙げて取り組んでき

た生産基盤強化対策の成果が水泡に帰すことになりかねない。  

一方、訪日外国人によるインバウンド需要や観光業等による業務用需要が回復

すれば、コロナ禍以前の逼迫状況になることも想定される。生産者の意欲減退や

生産基盤の棄損につながらないための緊急的な対策を実施するため、必要な改定

を行う。  

 

2. 改正内容  

 J ミルク及び会員団体等が、生乳廃棄を回避するために行う「新型コロナ緊急

対策事業」を新たに措置する。なお、本事業は 2021 年度の取り組みを対象とし

た緊急対策と位置付ける。  

 

(1)年末年始・年度末における一時的な生乳出荷抑制対策  

生産者等が行う一時的な出荷抑制対策を支援。なお、生産基盤を棄損しない

よう、酪農経営の悪化や牛へのダメージにつながらないことを前提とする。  

 

(2)学乳休止期を中心とした不需要期の緊急牛乳消費促進対策  

乳業者、乳業団体、生産者団体及びＪミルクが行う学乳休止期（不需要期）

に向けて実施する牛乳等の消費促進・拡大につながる取り組み。  

 

3. 改正案  

別紙「酪農乳業産業基盤強化特別対策事業実施要綱一部改正案の新旧対照表」

の通り  

 

4. 改正日及び施行日  2021 年 10 月 20 日  

以上
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酪農乳業産業基盤強化特別対策事業実施要綱一部改正案の新旧対照表 

 

改正案 現行 

酪農乳業産業基盤強化特別対策事業実施要綱（案） 

 

第１ 趣旨 

最近の酪農乳業をめぐる情勢は、特に、都府県の生乳生産の減少に歯

止めがかからず、需要に見合った生乳の確保が困難な状況が続いてい

る。またＴＰＰ合意を契機にした二国間ＦＴＡ・ＥＰＡの締結などによ

り、今後、乳製品自由化が加速し、国内牛乳乳製品市場のボラタリティ

が高まり生乳及び牛乳乳製品の流通や需給に予期せぬ混乱が生じる可

能性がある。 

こうした中、酪農乳業関係者による１年間に及ぶ検討を経て、２０１

９年１０月に、「わが国酪農乳業の展望ある未来に向けた戦略ビジョン」

として、提言「力強く成長し信頼される持続可能な産業を目指して」が

決定され、酪農乳業が今後連携して推進すべき行動計画が示された。 

一方で、新型コロナウイルスの影響が長期に渡り、業務用需要が回復

せず、乳製品の在庫量がかつてない水準となる状況が続いている。加え

て、牛乳消費が落ち込む年末年始や小中学校の春休みの学乳休止期は、

乳製品工場の処理可能量を超える加工処理生乳の発生が危惧される。万

一処理不可能乳が発生した場合は、酪農乳業産業基盤強化特別対策事業

（以下、「本事業」という。）をはじめこれまで酪農乳業界を挙げて取り

組んできた生産基盤強化対策の成果が水泡に帰すことになりかねない。

さらに、訪日外国人によるインバウンド需要や観光業等による業務用需

要が回復すれば、コロナ禍以前の逼迫状況になることも想定されるた

め、生産者の意欲減退や生産基盤の棄損につながらないための対策を実

酪農乳業産業基盤強化特別対策事業実施要綱 

 

第１ 趣旨 

最近の酪農乳業をめぐる情勢は、特に、都府県の生乳生産の減少に歯

止めがかからず、需要に見合った生乳の確保が困難な状況が続いてい

る。またＴＰＰ合意を契機にした二国間ＦＴＡ・ＥＰＡの締結などによ

り、今後、乳製品自由化が加速し、国内牛乳乳製品市場のボラタリティ

が高まり生乳及び牛乳乳製品の流通や需給に予期せぬ混乱が生じる可

能性がある。 

こうした中、酪農乳業関係者による１年間に及ぶ検討を経て、２０１

９年１０月に、「わが国酪農乳業の展望ある未来に向けた戦略ビジョン」

として、提言「力強く成長し信頼される持続可能な産業を目指して」が

決定され、酪農乳業が今後連携して推進すべき行動計画が示された。 
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施すべきである。 

以上の状況と経過を踏まえ、提言に示された行動計画の着実かつ戦略

的な推進を図るため、一般社団法人Ｊミルク（以下「Jミルク」という。）

は、酪農乳業産業基盤強化基金（以下、「産業基盤強化基金」という。）

を継続して造成し、この産業基盤強化基金を活用して本事業を実施する

ものとし、本事業の実施に関しては、この要綱に定めるところによる。 

 

 

第２～３ 【略】 

 

第４ 事業の内容 

産業基盤強化基金から助成される事業は、次の通りとする。 

 

１ 酪農生産基盤強化総合対策事業 

【本文略】 

２ 国産牛乳乳製品高付加価値化事業 

【本文略】 

３ 酪農乳業持続可能性強化事業 

【本文略】 

４ 新型コロナ緊急対策事業 

 会員団体等及び Jミルクが、生乳廃棄を回避するために行う以下の事

業。 

 ア 生乳生産段階で行う一時的な出荷抑制対策。なお、生産基盤を棄

損することがないよう、酪農経営や乳牛への影響に配慮する。 

 イ 学乳休止期（不需要期）に向けて実施する牛乳等の消費促進・拡

大につながる取り組み。 

 

以上の状況と経過を踏まえ、提言に示された行動計画の着実かつ戦略

的な推進を図るため、一般社団法人Ｊミルク（以下「Jミルク」という。）

は、酪農乳業産業基盤強化基金（以下、「産業基盤強化基金」という。）

を継続して造成し、この産業基盤強化基金を活用して酪農乳業産業基盤

強化特別対策事業（以下、「本事業」という。）を実施するものとし、本

事業の実施に関しては、この要綱に定めるところによる。 

 

第２～３ 【略】 

 

第４ 事業の内容 

産業基盤強化基金から助成される事業は、次の通りとする。 

 

１ 酪農生産基盤強化総合対策事業 

【本文略】 

２ 国産牛乳乳製品高付加価値化事業 

【本文略】 

３ 酪農乳業持続可能性強化事業 

【本文略】 
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第５ 事業の実施 

 

１ 事業実施要領の作成 

  第４の１、２及び４の事業の実施に当たっては、その事業実施の手

順や産業基盤強化基金からの助成の仕組み等については、J ミルク会長

が予め定める事業実施要領によるものとする。 

 

２～４ 【略】 

 

第６～７ 【略】 

 

附則 

１ この要綱は、２０１７年１月２０日から施行する。 

２ この要綱の改正は、２０１８年１月１９日から施行する。 

３ この要綱の改正は、２０１９年７月４日から施行する。 

４ この要綱の改正は、２０２０年４月１日から施行する。 

５ この要綱の改正は、２０２１年４月１日から施行する。 

６ この要綱の改正は、２０２１年１０月２０日から施行する。 

 

 

第５ 事業の実施 

 

１ 事業実施要領の作成 

  第４の１及び２の事業の実施に当たっては、その事業実施の手順や

産業基盤強化基金からの助成の仕組み等については、J ミルク会長が予

め定める事業実施要領によるものとする。 

 

２～４ 【略】 

 

第６～７ 【略】 

 

附則 

１ この要綱は、２０１７年１月２０日から施行する。 

２ この要綱の改正は、２０１８年１月１９日から施行する。 

３ この要綱の改正は、２０１９年７月４日から施行する。 

４ この要綱の改正は、２０２０年４月１日から施行する。 

５ この要綱の改正は、２０２１年４月１日から施行する。 

 

 

 


